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 今回の改定で、患者のニーズの多様化等に対応するため、特定療養費制度の見直しが行

われています。 

 特定療養費制度は昭和５９年の法改正で創設され、その後、対象となる療養が追加され

てきました。この制度は、患者に対する特別なサービスや療養の一部について、保険給付

とは別に患者から費用を徴収することを認める制度です。 

 これまでの特定療養費としては、 

 ①特別の療養環境（いわゆる差額ベット）の提供 

 ②２００床以上病院での紹介状なしの初診 

 ③予約に基づく診療 

 ④時間外診療 

 ⑤医薬品に係る治験 

 ⑥大学病院などの特定承認保険医療機関が提供する高度先進医療 

等が認められており、これらの費用に関しては患者負担を徴収することが認められていま

す。 

 今改定により、新たな特定療養費制度として 

 ①２００床以上病院における再診 

 ②医療用具の治験に係る療養 

 ③薬事法承認後であって保険収載前の医薬品の投与 

 ④１８０日を超える入院患者への特定療養費の導入 

等が追加され、その後、既存制度の見直しとして、予約診療における時間制限の見直し、

特別の療養環境（差額ベット）の要件の緩和等の一部見直しが行われています。 

 特定療養費制度は本来、患者の利便性等に関する選択を認める趣旨などから、上乗せ的

な医療提供サービスで設けられたと思われます。今回の改定で、患者の選択肢が広げられ、

特別の療養環境の提供はなされましたが、一方では不当な患者負担の増大を招いたのでは

ないでしょうか。将来、混合診療の導入という行政のねらいが見えて来たような気がしま

す。混合診療の容認は、県医師会のアンケートで半数以上の人が賛成しています。いずれ

は混合診療が導入されるのかも知れませんが、当分の間はこの制度を拡大していくことで、

混合診療に対処していくのではないかと思われます。 


